
■豊中市は、「育児支援家庭訪問事業」を始めた。

これは、就学前児童のいる家庭における育児不

安の緩和や子育て負担の軽減を図るため、地域支

援を専門に行う保育士等が家庭を訪問し、育児に

関する相談や助言、子育て支援サービスの調整を

行うもの。

市ではこの取組を通じ、子育て環境の充実や児

童虐待の未然防止を図っていきたい考え。

■八尾市は、市立病院に「市民ギャラリー」を設置

した。

これは、入院患者や診察・入院のお見舞いなど

で病院を訪れた人たちに絵画鑑賞を楽しんでもら

うため、市民の作品を展示したもの。

ギャラリーには、市内在住・在勤者から公募選

考された作品２４点のほか、八尾美術協会会員の作

品８点の計３２点が展示されており、１年ごとに作

品を入れ替える。

同市立病院ではこの取組を通じ、これまでの病

院のイメージにとらわれない、うるおいとやすら

ぎのある病院づくりを進めていきたい考え。

■羽曳野市は、国民健康保険証を個人カード型に変

更し、交付を始めた。

現行の保険証は、世帯ごとに発行されており、

家族が同時に別の医療機関で受診する際や、単身

赴任などの場合に不便であったため、利便性に配

慮したもの。

今年２月に同市が行った市民アンケートで、「保

険証を個人ごとに発行してほしい」という要望が

多数寄せられたことを踏まえ実施した。

■泉大津市は、近畿コカ･コーラボトリングとの間

で、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）搭載自動販売

機設置協定を締結した。

泉 大 津 市  

羽 曳 野 市  

八 尾 市  

豊 中 市  

府 内 市 町 村 の 動 き
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両者はこれまでも、災害時の支援物資提供に関

する協定を結んでいたが、今回の取組は救急救命

体制の強化を図るもの。

設置される自動販売機は、市のシンボルである

羊から「救メー君」と命名され、羊のマークが付

けられている。

●立川市は、「若者サポートステーション」を開設

した。

これは、未就業や引きこもりの若者に対し、就

労や社会参加を支援するため、相談や就労訓練を

行うもの。

同ステーションでは、専門家によるアドバイス

などが行われるとともに、地元商店街や教育機関、

福祉機関などとネットワークを構築し、就業まで

のプログラムの作成や、ニーズに合った支援機関

を紹介する。

市ではこの取組を通じ、次代を担う若者たちが

夢や希望を持って就労できる環境づくりを進めて

いきたい考え。

●宇治市は、「公共施設運営検討委員会」を設置し

た。

これは、コミュニティセンターや公園など市の

公共施設について、効率性や市民サービスの向上

の観点から望ましい管理運営形態を探るもの。

同委員会は、学識経験者ら１８人で構成されてお

り、利用者アンケートを通じて、各施設の利用者

の満足度などを調査するほか、民間事業者の参入

可能性調査や施設の管理運営、収支状況を記録す

る公共施設カルテの作成を求めるなど、現状把握

を徹底し課題を抽出していく。

市ではこの取組を通じ、市が出資している公社

による施設管理のあり方を含め、よりよい管理運

営の方法を探りたい考え。

●日之影町は、「アグリホリデー」制度を開始した。

同名称は「アグリカルチャー（農業）」と「ワ

ーキングホリデー」を組み合わせた町独自の造語

で、この制度は、農家の高齢化や人口の減少する

中、果物の収穫などの労働力を都心部から確保し

ようとするもの。

参加対象者は大学生以上の男女で、町のＨＰな

どで募集を行った。この制度の特徴は、町と農家

が折半で参加者に労働報酬を支払うこと。

町では今後、受け入れ農家の拡大や、長期滞在

型の制度の創設などこの取組を充実させ、都市と

山村との交流を促進したい考え。

●南種子町は、町定住化促進条例を制定した。

これは、ＵターンやＩターンで町に住もうとい

う人に町有地を無償で貸し付け、１０年間居住すれ

ば、その土地を無償譲渡するもの。

貸し付けの対象は、町に住民登録して生活基盤

を置き、町の行事や地域活動に積極的に参加する

人で、１年以内にその土地に住宅を建てることが

条件。

町ではこの取組を通じ、定住人口を増やし町の

活性化につなげたい考え。

鹿 児 島 県 南 種 子 町  
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京 都 府 宇 治 市  
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全国の市町村の動き

40 自治大阪 ／ 2006 － 12

まちづくり まちづくり 情報 室 

00自治大阪2006.12月号  06.12.7 11:43 AM  ページ 40



41自治大阪 ／ 2006 － 12

00自治大阪2006.12月号  06.12.7 11:43 AM  ページ 41


